
     別紙４ 

新旧対照表 

【電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する取扱いについて（平成 20年 6月 13日財関第 678号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 
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改正後 改正前 

５ 不当廉売関税が課される申告の端数計算 

不当廉売関税が課される場合の端数計算は、次のとおりとなるので留意す

る。 

（例） 

 

① 一般関税 （CIF 価格）    （税率（協定税率）） 

3,285,932円        3.3％ 

↓          ↓ 

3,285,000円×0.033＝  108,405円（端数処理前） 

（端数処理後）       ↓ 

108,400円（端数処理後） 

                           （納付税額） 

② 不当廉売関税（CIF 価格）        （税率） 

3,285,932円        46.5％ 

↓          ↓ 

3,285,000円×0.465＝ 1,527,525円（端数処理前） 

 ↓ 

1,527,500円（端数処理後） 

（納付税額） 

 

③  消費税（内国消費税等課税標準額）    （税率） 

3,285,932+108,400+1,527,500=4,921,832円  7.8％ 

4,921,000円×0.078＝ 383,838円（端数処理前） 

（端数処理後）        ↓ 

383,800円（端数処理後） 

（納付税額） 

 

④ 地方消費税             （税率） 

383,800円         22/78 

383,800円×22÷78＝  108,251円（端数処理前） 

            （円位未満切り捨て） 

 ↓ 

５ 不当廉売関税が課される申告の端数計算 

不当廉売関税が課される場合の端数計算は、次のとおりとなるので留意す

る。 

（例） 

 

① 一般関税 （CIF 価格）    （税率（協定税率）） 

3,285,932円        3.3％ 

↓          ↓ 

3,285,000円×0.033＝  108,405円（端数処理前） 

（端数処理後）       ↓ 

108,400円（端数処理後） 

                           （納付税額） 

② 不当廉売関税（CIF 価格）        （税率） 

3,285,932円        46.5％ 

↓          ↓ 

3,285,000円×0.465＝ 1,527,525円（端数処理前） 

 ↓ 

1,527,500円（端数処理後） 

（納付税額） 

 

③  消費税（内国消費税等課税標準額）    （税率） 

3,285,932+108,400+1,527,500=4,921,832円  6.3％ 

4,921,000円×0.063＝ 310,023円（端数処理前） 

（端数処理後）        ↓ 

310,000円（端数処理後） 

（納付税額） 

 

④ 地方消費税             （税率） 

310,000円         17/63 

310,000円×17÷63＝  83,650円（端数処理前） 

            （円位未満切り捨て） 

 ↓ 
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改正後 改正前 

108,200円（端数処理後） 

（納付税額） 

83,600円（端数処理後） 

（納付税額） 

 


